
 

 

平成 26年２月 28日 

復 興 庁  

 

「WORK FOR 東北（復興人材プラットフォーム構築事業）」における 

企業人材の派遣内定について 

 
復興庁が平成 25年 10月に開始した「WORK FOR 東北（復興人材プラットフォ

ーム構築事業）」※において、初めて民間企業の職員の派遣が内定するとともに、

本日、派遣内定者に対し根本復興大臣より激励を行いますので、下記の通り、

お知らせします。 

 

記 

 

１．派遣概要 

（１）派遣元企業、派遣人数及び派遣先 

派遣元企業 人数 派遣先 

TOTO株式会社 3名 

（宮城県）復幸まちづくり女川合同会社 

福島県双葉町役場復興推進課 

福島県川内村商工会 

株式会社リクルートライフスタイル 1名 岩手県陸前高田市役所 

（２）派遣期間 

  ・TOTO株式会社 3名   平成 26年 4月 1日から 2年 

  ・株式会社ﾘｸﾙｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 1名 平成 26年 5月 1日から 1年 

 

２．根本復興大臣による派遣内定者への激励について 

日時：平成 26年 2月 28日 13時 55分～14時 15分 

会場：復興庁 7階 大臣会議室 

 

（※）「新しい東北」の構築に向け、復興のための課題の解決に被災地が必要とする人

材を、企業等から現地に派遣することを目的とした取組。 

詳しくは専用ウェブサイト参照（http://www.work-for-tohoku.org/） 

以上 

 

 

 

 

記者発表資料 

本件連絡先： 

復興庁総合政策班（人材 PF担当） 

 坂井、伊藤、柿沼 

TEL：03-5545-7463 

http://www.work-for-tohoku.org/

